
                  事  務  連  絡 

令和４年８月 24 日 

 

 

 

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課  

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課 ( 部 ) 

 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

疑義解釈資料の送付について（その 23） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和４年厚生労働省告示第 54 号）

等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に

ついて」（令和４年３月４日保医発 0304 第１号）等により、令和４年４月１

日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑

義解釈資料を別添１から別添３のとおり取りまとめたので、本事務連絡を確

認の上、適切に運用いただくようお願いします。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  



（別添２） 

不妊－1 

医科診療報酬点数表関係（不妊治療） 

 

【不妊治療に係る検査】 

問１ 一般不妊治療又は生殖補助医療を実施している患者に対して、不妊治療

に係る妊娠判定のため、妊娠反応検査（尿中・血中 HCG 検査）を実施した

場合、当該検査に係る費用は、保険診療として請求可能か。 

（答）一般不妊治療又は生殖補助医療を実施している患者に対して、医師の医学

的判断により、通常の妊娠経過を確認するために、当該検査を実施した場合、

一連の診療過程につき、１回に限り算定可能。 

 

 

 


